
 

 

2026 年６月 30 日 

 

「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講じた改善措置の 

2026 年５月末日までの実施状況の報告について 

 

 

 2025 年３月 31 日に受領した「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講じ

た措置等および「安全に関する不適切な事象への対応の報告について」(2025 年７月 31

日付)の４件の事象に対して講じた措置の進捗状況の確認表を作成し、定期的に報告す

ることとしております。 

このたび、2026 年５月末日までに講じた改善措置の進捗について、実施状況の確認

表として添付書類により取りまとめ、以下の通り北海道運輸局へ報告しました。 

 

 

・「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講じた改善措置の 

2026 年５月末日実施状況報告 

 



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

設置 社長直轄の組織として新たに「安全監査室」を設置 完了

GLの配置 完了

業務実施状況の監査及びフォロー
6月から各保線管理室(新幹線工務所を含む37箇所)の作業管理に関する業務実施状況の監査及びフォ
ローを実施し、その後、岩見沢レールセンター、各設備所、各構造物検査センターを実施する。
※2026年度内に工務関係対象現業機関46箇所を実施予定

完了
継続
実施

取組強化期間の設定 完了

取組強化期間の実施状況確認 各現場において実施計画を定め、継続的に安全パトロールを実施し実態を確認（実績は以下に記載）
完了
継続
実施

実施体制の明確化および
実施状況確認

・直轄社員の作業等の安全パトロールについて、
全８職場に対して、３月 10回、４月 11回、５月 7回　※2026.5.31時点

完了
継続
実施

触車事故防止強化月間の取り組み

電気部

完了
継続
実施

更なる適切な作業管理に向け、触車事故防止強化月間(９月)
中に、線路内作業時の現場における点呼の実施状況を記録
し、作業員への運転状況の確認結果を周知しているかなど、
適切に点呼が実施されているかを確認することとします。
また、社員に対する安全パトロールについて、実施者や実施回
数を明確に定めるなどルール化します。

完了
継続
実施

・保線課（5/11時点）
保線所管理者による安全パトロール実績（直轄社員対象）
　３月：73回、４月：57回
保線管理室による安全パトロール実績（直轄社員対象）
　３月：78回、４月：79回
・工事課（5/31時点）
4構造物検センター社員に対して、延べ6回実施
（内訳：3月：3回、4月：2回)
保線所土木社員に対して、延べ2回実施（2026年度から実施）
(内訳：5月2回)

2026年度についても、９月を強化月間と定め、セルフチェックなどの取組を実施予定。

安全監査

区分

工務部

チェック項目および実施体制の見直し

改善報告書の取組

業務支援室の
体制強化

工務部

内部監査の実施

安全パトロール

第３四半期ステータス
取り組み概要

(講ずる措置抜粋)

2025年度 2026年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第４四半期

2026年３月1日～2026年５月31日までの進捗状況
(具体的な取り組み内容・実施実績等、予定含む)

・札幌保線所管内の安全監査結果は３月の安全推進員委員会で審議(3/27)

・駅に対する安全監査を実施。
（2026年度計画全14駅実施済）
（3月）桑園駅

・車両検修職場に対する安全監査を実施。
（4月）苫小牧運転所、函館運輸所、函館新幹線総合車両所、北見運転所、旭川運転所
（5月）札幌運転所、苗穂運転所、苗穂工場、帯広運転所、釧路運輸車両所

・運輸職場に対する安全監査を実施。
（4月）名寄運転所、旭川運転所、旭川車掌所、苗穂運転所、旭川支社（輸送指令）、運行管理センター（輸
送指令）
（5月）小樽運転所、札幌運転所、函館運輸所（運転士、車掌）、釧路支社（輸送指令）、函館支社（輸送指
令）

・安全監査結果の報告
（3/12、4/16、5/14）安全監査実施要領 第７条に基づく社長報告
（3/17、5/19）安全監査実施要領 第10条に基づく社内報告

・（4/13）被監査箇所からの要望（意見）について「ひざ詰め対話報告会」において報告

・（3/24、4/14、5/15）駅系統の監査結果に基づく安全推進部および主管部との事実確認

・駅系統の安全監査結果は５月29日（１回目）及び６月12日（予定）の安全推進委員会で審議

今後の安全パトロールについては、作業すべての立会を基本
としていたものから、現場点呼のみなど一部での実施や立会
の他、遠隔通話アプリ等での実施も可とすることで、負担をか
けずに機会を増やすこととします。
また、安全パトロール点検表の共通化、実施者や実施回数を
明確に定めるなどして、効果的な安全パトロールを実施してい
くこととします。

業務支援室に保安業務に精通したＧＬを配置して体制を強化
するとともに、作業管理に関する業務実施状況の監査及び
フォローを行っていきます。

全保線管理室等に対する安全パトロールについて「取組強化
期間」を設定し、計画部門(本社工務部及び各支社施設グルー
プ)や保線所管理者による安全パトロールを強化して実施する
ことを計画。

「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講じた改善措置の2026年５月末日実施状況報告

安全監査室

安全
監査室

・各系統の安全に関するルールや事故・事象の対策の実施状
況の点検に特化した組織を設置し、例えば安全パトロールの
具体的な内容等、その詳細にまで踏み込んで確認を行うことと
します。また、社長直轄の組織とすることで、社長から直接指
示を受け、機動的に、独立した立場で監査を実施する体制とし
ます。
・安全推進部や各主管部による現場点検の取組みが有効に
機能しているかや、各主管部の取組みで他の主管部において
も取り入れるべきものはないか、などの観点で点検を行い、必
要な改善を指摘します。

5/31現在

全工務職場の直轄社員による作業を対象として、本社・支社社員・現場管理者による安全パトロールを実施

触車事故防止月間の取り組みを実施（請負の現場点呼の内容確認のみ～10/31まで）

●指導文書発出

●通達発出

2025年度内に工務関係全現業機関を実施

36保線管理室、新幹線工務所、レールセンター、

４構造物検査センター、４設備所(全46現業機関)

新たな実施体制による安全パトロール

取組強化期間

（7/1～9/30）

●通達発出

●通達発出

新たな実施体制による安全パトロール

●通達発出

●安全監査室設置

●GL配置(体制変更)

電気

工務２回目室蘭北見

帯広

釧路

岩見沢

旭川

追分

名寄

函館

札幌

桑園

全10保線所、34保線管理室へ年内に監査実施

※新幹線関係２保線管理室除く

駅２回目

※

以降、運輸・車両・電気系統につい

ても継続して２回目の監査実施予定

※９月末までの取組み状況を検証後、以後の取り組みを検討

※９月中の取組み状況を検証後、以後の取り組みを検討

新得、釧路

上川、永山、

深川、八雲、

長万部、洞爺、

新夕張、

苫小牧、

新札幌、小樽、

富良野

2027年度以降も

継続して取組み実施

●安全監査実施要領制定

●駅業務部及び南稚内、網走駅へ臨時ヒアリング実施

●北見、富良野、森、長万部駅へ

臨時ヒアリング実施

●遠軽駅へ臨時ヒアリング

→荒天のため中止

2月28日時点

2025年度の対象現業機関

全46箇所実施済み

2月28日時点

全現業機関に対して

2410回実施（2025年度）

5月31日時点

全現業機関に対して

28回実施（2026年度）

●触車事故防止強化月間の実施結果取りまとめ（12月安推専門部会）

工務 駅

2026年度内に工務関係全現業機関を継続実施

36保線管理室、新幹線工務所、レールセンター、

４構造物検査センター、４設備所(全46現業機関)

●指導文書発出

● 実施結果取りまとめ周知

（12月安推専門部会）

苫転、函輸、

函幹総、

北転、旭転、

札転、苗転、

苗工、帯転、

釧運車

名転、旭転、

旭車、苗転、

樽転、札転、

函輸（運・車）、

運行ｾ､旭指令、

釧指令、函指

令

運輸

車両

５月31日時点

全現業機関に対して

296回実施（2026年度）

２月28日時点

全現業機関に対して

136回実施（2025年度）

2027年度以降も

継続して取組み実施

触車事故防止月間

の取り組みを実施

意見の集約

2027年度以降も

継続して取組み実施

1 ページ
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区分 改善報告書の取組 第３四半期ステータス

取り組み概要
(講ずる措置抜粋)

2025年度 2026年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第４四半期

2026年３月1日～2026年５月31日までの進捗状況
(具体的な取り組み内容・実施実績等、予定含む)

「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講じた改善措置の2026年５月末日実施状況報告 5/31現在

完了

完了

実施状況
冬期（12月～３月）で合計1,402回の実作業点検が行われ、昨年度（681回）と比べて、721回増加した（約
2.2倍）。なお、点検の中で重大なルール違反は確認されていない。

完了
継続
実施

工務部 工事管理者の資質に関する再確認の実施
・協力会社64社中(昨年度から現時点までで契約実績のある会社数)55社148名の見極めを実施し適性を
確認
　※2026/5/31時点

完了
継続
実施

電気部 安全パトロールによる工事指揮者への理解度の確認
・協力会社18社中11社93名の見極めを実施し適性を確認
　※2026.5.31時点

完了
継続
実施

安全監査室 現場作業実態のチェック等の安全監査 ・期間中の取組実績なし
完了
継続
実施

業務実施状況
確認の見直し

電気部
本社社員の現場社員へのヒアリング
安全ルールの遵守状況や教育状況
の確認

本社社員が４半期ごとに実施している業務実施状況確認で
は、主に現場管理者からヒアリングを行っておりましたが、現場
社員の声を直接聞く機会が少なかったことから、年に１回は、
各箇所の全体会議等に併せて実施し、現場社員と直接意見交
換を実施することで、安全ルールの遵守状況や教育状況を本
社社員が直接確認します。

業務実施状況確認において本社テーブルマスター等が現場社員と意見交換を実施
・全17箇所中17カ所完了　※2026.3月末現在
・函館新幹線電気所（3/3実施）
 札幌電力指令（3/23実施）
　【主な意見】
　・規程・マニュアルが多く、わかりづらい。解釈に迷う。
　　⇒迷う部分は管理者や本社へ確認してほしいと依頼。
・2026年度も、継続実施予定。

現場実態把握の強
化

車両部 作業状態の確認

車両部社員が年一回、現場フォローとして各現場へ出向き、安
全の取組みについて確認を行ってきましたが、管理者からのヒ
アリングのみに終始していたことから、今後は作業状況も直接
確認することとし、実態把握を強化します。

2026年度現場フォロー実施項目
①「報告から始まる安全」の取り組みについて
②撲滅故障ZEROについて
③エンジン始動時の注意喚起について（作業状況確認）
④床下機器箱蓋の落失防止対策について（作業状況確認）

 2026年度も継続して、2025年度の内容を継続して確認する。

完了
継続
実施

点検項目および点検頻度の見直し

現場巡回における実作業、指導訓練
立ち会い

完了
継続
実施

・現場長及び管理者により当務やパートナー社員への実作業
点検を実施してきましたが、ルール通りの取扱いをしていない
ことによる事象が発生していることから、点検頻度、点検項目
の見直しを図るなど、適切に点検指導できるよう取り組むこと
とします。
・計画部門による現場巡回において、現場長による自主監査
に基づいた、帳票上での確認に比重を置いてチェックしてきま
したが、現場の実作業立ち会い、教育関係の指導・補助にシフ
トした巡回にしていきます。

3月以降冬期巡回の実施実績なし。

2026年度についても、輸送の安全確保に向けて(通達)(2026年４月30日付駅業第E26-0023号)を発出し
た。
対象駅は、運転取扱駅11駅・運行管理駅５駅・準運転取扱駅10駅・新幹線駅３駅で、第１回目を７～８月、
第２回目を１０～１１月に実施予定（運転取扱駅、運行管理駅及び新幹線駅については年２回、準運転取
扱駅については年１回実施）。
実施内容については、昨年度同様に、
①自主監査実施状況・結果の把握、
②実作業点検及び駅指導訓練への立ち合い
③保守用車取扱い実態調査 ※該当駅
④社員との意見交換
を行うこととした。
(指導訓練及び実作業点検の確認は可能な限り実施)
※非運転駅は新任現場長の駅を対象に可能な限り実施

駅業務部

請負会社に
対する作業実態
の把握

安全監査

実作業点検

請負会社に適した対策の実施状況の
把握

冬期実作業点検

●現場長等とのディスカッション(安全推進委員会駅専門部会で実施)

●指導文書発出

指導文書

発出準備

●指導文書発出

●通達発出
安全パトロールによる工事指揮者の資質確認を実施※協力会社18社

安全パトロールによる工事管理者の資質確認を実施※協力会社64社

●安全確保巡回時に実作業点検及び指導訓練立ち会い

必要によりヒアリングを実施（安全監査室）

各職場年一回以上実施予定

現場実態の把握（全10現場）

●2025年度現場フォロー実施の周知

冬期実作業点検

第１回 第２回

2月28日時点

【安全確保巡回】

第１回

〇運転取扱駅：対象全11駅実施

〇運行管理駅：対象全５駅実施

〇準運転取扱駅：対象全５駅実施

○新幹線駅：対象全３駅実施

第２回

〇運転取扱駅：対象全11駅実施

〇運行管理駅：対象全５駅実施

〇準運転取扱駅：対象全５駅実施

○新幹線駅：対象全３駅実施

【駅業務部による冬期巡回】

○29駅で実施

5月31日時点

協力会社64社中55社148名実施

5月31日時点

協力会社18社中11社93名実施

3月末時点

全17箇所中17カ所完了

2月28日時点

全10箇所完了

冬期巡回

取りまとめ

結果共有

取りまとめ

再訪

●安全確保巡回時に実作業点検及び指導訓練立ち会い

第１回 第２回

冬期巡回

現場実態の把握（全10現場）

●2026年度現場フォロー実施の周知

各職場年一回以上実施予定

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2 ページ



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
区分 改善報告書の取組 第３四半期ステータス

取り組み概要
(講ずる措置抜粋)

2025年度 2026年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第４四半期

2026年３月1日～2026年５月31日までの進捗状況
(具体的な取り組み内容・実施実績等、予定含む)

「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講じた改善措置の2026年５月末日実施状況報告 5/31現在

設置方法確定
・2026年度～2027年度上期施工122両分のドライブレコーダー、ACアダプター、専用SDカードなど主要部
品納品済（～3/11）

導入（対象359両）
2026年度～2027年度上期施工予定 札幌圏電車122両
（対象：731系・733系0代・735系・737系電車、201系気動車）
・4両設置

設置対象外の廃車計画
(対象130両(2025.09.01時点))

・廃車実績なし

仕様確定～発注 完了

導入 完了

請負会社に対する導入

・通達文書「請負工事における列車見張員が装着するウェアラブルカメラの本運用について」（3/31）を発
出し、請負会社（グループ会社及び協力会社）の工事にてウェアラブルカメラの使用を開始した。
・発注をしていた625台のカメラについて3月末までに納入されたため、各現業機関への配布を完了してい
る。なお、工事の実態から追加納入の要望を受けており、追加で150台のカメラを発注し、5/15納入を完了
した。これにより、工務部では合計で775台のカメラを導入を完了した。

完了

仕様確定～発注 完了

導入 完了

請負会社に対する導入

・ウェアラブルカメラ納品済み（3/25）
・関係現業所へカメラを分配済み（4/9）
・直轄及び請負会社向けの説明会を開催（4/14）
・指導文書を発出済み（4/17）

完了

仕様確定～発注 完了

導入 完了

請負会社に対する導入 完了

・一連の不適切な事象の発生を踏まえ、各部において2月1日～3月31日における列車見張員を配置して
実施する作業の全てのウェアラブルカメラの録画映像を確認を実施した。
4/1以降も、録画映像は引き続き実態把握に活用している。
・工務系統のG会社において、４月以降のウェアラブルカメラ映像の確認の結果、線路閉鎖工事における
レール溶接作業実施中、隣接線への立ち入り監視を担う隣接線列車見張員が、当該線での軽便トロの載
線作業において、短時間、他作業員の補助を行っていたことを確認した。これを受けて、工務関係全職場
及びG会社に情報共有し、列車見張等の任務に専念するよう注意喚起した。
・また、当該G会社においては、以下のとおり、「列車見張等の任務に専念すること」を全職場に注意喚起し
た。
　①点呼時に、列車見張員は列車見張に専念するよう宣言し、意識を高め任務を全うすること。
　②列車見張員が作業に巻き込まれないよう、作業集団から少し離れた位置を立哨位置とするよう点呼時
に指示すること。
　③作業員はいかなる場合でも列車見張員を作業に巻き込まないこと。

運転士と保線作業員との証言が相違した事象を受けて、車両
前頭カメラや列車見張員等が装着するウェアラブルカメラによ
り、発生した事象に対して事実を正確に把握する体制を構築し
ます。

・ウェアラブルカメラ導入後も、保線社員や駅のパートナー社
員において、列車見張員が見張業務に専念せず作業を行っ
た、作業開始打合せ前に作業を行わせたという不適切な事象
が判明したことを踏まえ、各部とも本社社員及び現場長が、列
車見張員を配置して実施する作業の全ての映像について、正
しく撮影されているか、列車見張員を配置して実施する作業自
体が正しく行われているかの確認を行うこととした。

電気部

工務部

工務部
電気部

駅業務部

ウェアラブルカメラ

工務部
【直轄分初期費用見
込み約20百万円
請負会社分未定】

電気部
【直轄分初期費用見
込み約6百万円
請負会社分未定】

駅業務部
【費用
約40百万円/年】

ハード対策

駅業務部

ウェアラブルカメラを活用した作業実
態把握

車両部
(運輸部)

車両前頭カメラ
【費用見込み
約200百万円】

●運用ルール決定

特急気動車61両・特急電車24両 札幌圏電車（201系気動車含む）122両（2027年度上期まで）

その他車両152両（2027年度末まで）

●※１現車確認
●※１設置方法決定・ 材料発注

●※１材料納入・施工開始
※１:特急車両

※２:札幌圏電車

※３その他車両

●※２現車確認 ●

※２設置方法決定

●※２材料発注

※１施工後順次

使用開始 完了

●追加発注仕様検討

●仕様確定・一部発注

●効果検証

●仕様確定・試行準備

●追加発注

●仕様確定・一部発注

●効果検証

※請負会社への導入(機種選定・運用方等）

検討開始

★(2021年度～)733系AP 30両設置済

廃車の計画により実施

仕様検討

試行実施

●冬期管理者講習会

●列車見張員講習会

試行実施

●冬期管理者講習会

●列車見張員講習会

●一部納入

試行実施

現業機関

導入完了

一部箇所

先行導入

●一部納入

試行実施

現業機関

導入完了

一部箇所

先行導入

●※３現車確認

●

※３設置方法決定

●※３材料発注

以降は継続して設置

●通達発出(9/29)

試行実施

※請負会社への導入(機種選定・運用方等）

検討開始 試行実施

●仕様確定・試行準備

2月28日時点

特急電車 対象全24両設置済み

特急気動車 対象全61両設置済み

取組期間

●説明会開催(4/14)

●指導文書発出(4/17)

5月31日時点

札幌圏電車（201系気動車含む）

対象全122両中4両 設置済み

●本運用通達発出(3/31)

●運用開始（4/17）

引き続き、ウェアラブルカメラカメラ映像を実態把握に活用

●運用開始(4/1)

●本運用通達発出(3/31)

●運用開始(4/1)

●本運用通達発出(3/31)

●運用開始(4/1)

●本運用通達発出(3/31)

●運用開始(4/1)

●本運用通達発出(3/31)

●運用開始(4/1)

2027年度以降も継続して実施

3 ページ



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
区分 改善報告書の取組 第３四半期ステータス

取り組み概要
(講ずる措置抜粋)

2025年度 2026年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第４四半期

2026年３月1日～2026年５月31日までの進捗状況
(具体的な取り組み内容・実施実績等、予定含む)

「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講じた改善措置の2026年５月末日実施状況報告 5/31現在

仕様確定～発注 . 完了

導入 完了

請負会社に対する導入
・4/8にウェアラブルカメラと同数の775台の機器について納入した。
・納入後、本社にて箇所毎の配布にあたっての機器の初期設定作業を行うとともに、運用方法を確定した
上で通達を発出（5/28発出）し運用を開始した。

完了

仕様確定～発注 完了

導入 完了

請負会社に対する導入
・関係現業所へカメラと同時に分配済み（4/9）
・直轄及び請負会社向けの説明会を開催（4/14）
・指導文書を発出済み（4/17）

完了

要件定義（仕様確定）・開発・試験 完了

導入

・4/10に『現場点呼アプリ」を活用した現場点呼の試行について（通達）』を発出し、現場点呼アプリの試行
を開始した。
・今後概ね３か月間で現在の紙の「現場点呼簿」から「現場点呼アプリ」への移行を進めることとしており、5
月までの間に釧路・旭川・函館方面での説明会を実施し、現場点呼アプリの早期定着のため本社からの
支援を継続する。
・また、通達では、現場点呼アプリについて意見や要望を集約することとしており、集約された意見を参考
に、今後の改良について継続して検討を行う。

完了

要件定義（仕様確定）・開発・試験 完了

導入 完了

その他運転支援
ハード対策の検討

運輸部
乗務中の意識レベル低下における
ハード対策の検討

【講ずる措置の報告後の取組み】
他社で導入実績のある「鉄道向けの居眠り検知カメラシステ
ム」を参考に検討する。

・「車両設置型」検討の結果、他社採用例は工期や他社乗り入れ車両の設置に課題が大きいと判明した。
・設置運用を簡易・短期で開始可能と考えられる携帯端末及びウェアラブル端末によるハード対策を検討
することとした。

作業責任者が、ＧＰＳ情報により列車見張員の配置状況を正
確に把握・記録できるようにします。

業務プロセスが確実に遂行できるよう、現場点呼簿の手書き
等での作成に対する社員の負担軽減を図るための「現場点呼
アプリ」などデジタルツールの導入といった環境整備を行うこと
としています。

現在使用している運転支援アプリに、運転士のヒューマンエ
ラーを防ぐための注意喚起機能を拡充し、運転士がその場の
簡易な操作で注意喚起機能を活用できるように改修することと
します。

運転支援アプリ
【費用見込み
約10百万円】

運輸部

ハード対策

工務部

電気部

GPS

現場点呼アプリ
【開発費用
約20百万円】

工務部

●仕様確定、設計・製造

●単体テスト

●結合テスト
●総合テスト

●開発体制決定

●要件定義・仕様確定

●追加発注

●仕様確定・一部発注

仕様検討

開発体制検討

仕様検討

●仕様確定・一部発注

※請負会社への導入(機種選定・運用方等）

検討開始

※請負会社への導入(機種選定・運用方等）

検討開始

●一部納入

試行実施

現業機関

導入完了

一部箇所

先行導入

●一部納入

試行実施

現業機関

導入完了
一部箇所

先行導入

※効果検証後、本実施

※効果検証後、本実施

※効果検証後、本実施

必要数量

調査

試行完了

※効果検証後、本実施●装置納期確認

習熟期間 ※効果検証後、本実施

開発・試験

●指導訓練で運転士周知完了後

順次使用開始

●22 アプリ完成
●24 アプリ配信開始

装置概要確認

取扱説明会

●試作アプリケーションリリース

●発注（３５０台）

●納入（2/16）

●説明会開催(4/14)

●指導文書発出(4/17)

習熟期間

※機能確認・運用方法確定

一部箇所

試行導入

●アプリケーション完成

●アプリケーションリリース

●全工務現業機関に

現場点呼アプリを導入し

運用開始

●全工務現業機関で

現場点呼簿から現場点呼アプリへの移行を完了予定

●運用開始（4/17）

●運用開始（5/28）

※試行検討に使用する機種の手配

→機種の手配完了後、必要な準備を行った上で一部箇所で試行実施

4 ページ



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
区分 改善報告書の取組 第３四半期ステータス

取り組み概要
(講ずる措置抜粋)

2025年度 2026年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第４四半期

2026年３月1日～2026年５月31日までの進捗状況
(具体的な取り組み内容・実施実績等、予定含む)

「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講じた改善措置の2026年５月末日実施状況報告 5/31現在

ルール確定 完了

管理室等の毎週１回の
ミーティングの実施(実績)

完了
継続
実施

保線所等でのミーティングの実施（実
績）

完了
継続
実施

本社でのミーティングの実施（実績）
完了
継続
実施

ミーティングを行うた
めの
環境整備

保線管理室における
確保状況

業務プロセスが確実に遂行できるよう、これまで十分に確保さ
れていなかった各保線管理室におけるミーティングスペースの
確保といった環境整備を行うこととしています。

・電子黒板については2026年4月17日までに、対象全55箇所に納入を完了した。 完了

保安ルールのチェック項目の追加 完了

「使用済みダイヤの確認」項目の追加 完了

本社による実施状況の確認
完了
継続
実施

技術力診断書の活
用

工務部
技術力診断システムに作業管理の項
目追加

既存の技術力診断システムに、作業管理の観点に対する設問
を追加し、作業管理に対して適切に指導を実施する環境を構
築することとしました。

3/31までに技術力診断を実施し、特段問題は発生していない。
今後は、実施した技術力診断の結果をもとに、社員と管理者が面談し、2026年度の各自の技術継承計画
を策定し実践していく。

完了
継続
実施

事故等の対策検討

安全推進部
駅業務部
運輸部
車両部
工務部
電気部

現場からのボトムアップ対策検討状況
及び、それに対する本社の検討状況

発生した事故・事象に対する対策は、これまで現場の声も聴き
ながら、主に本社で検討・策定していましたが、それが遵守さ
れずに同種事象を再発させてしまう事態も生じていました。
安全アドバイザーから頂いた助言をもとに、発生した事故・事
象の対策検討について、現場が主体的に対策を考えたうえ
で、本社が実行可能かつ実効性のある最終的な対策案を策定
することとしました。

完了

・２月分の本社保線課による業務管理MTを実施（3/26）。
・３月分の本社保線課による業務管理MTを実施（4/28）。
・４月分の本社保線課による業務管理MTを実施（5/29 予定）。

電気部

現場長自主監査へ
の
安全ルールの追記

安全管理

線路内作業に
おける
プロセス管理手法の
導入

上記のプロセス管理に作業管理を追加した体系とすることで、
保線管理室において、計画担当者が作成した週間作業計画に
ついて、管理者や計画担当者等により毎週１回のミーティング
を実施し、(ｱ)作業内容及び役割分担、(ｲ)作業量に対する人員
と間合いに無理は無いか、(ｳ)従事者の作業経験等、(ｴ)作業
計画表作成に必要な時間が確保できるか等を確認した上で、
必要な社員周知を実施します。なお、これらは議事録として記
録され、保線所で実施する月１回のミーティングにおいて、これ
らの取組みが問題なく実施されているかを確認し、必要な措置
及びフォローを行う体制となり、この議事録は本社へ報告され
ることになります。

更なる適切な作業管理のため、新たに自主監査のチェック項
目に「使用済みダイヤの確認」の項目を追加し、線路内立ち入
り時のルールの遵守状況を定期的に確認します。

工務部

作業安全に関わる項目の本社による
実施状況確認の重点項目

【2025年度】
・現場長自主監査項目のうち、保安ルールに対するチェック項目を見直すとともに、作業安全に係る項目
について、本社による実施状況確認の重点項目として扱うこととした。
・各現業機関に対して、10/22～12/12に、本社社員による現場長自主監査フォローを実施した。

【2026年度】
・2025年度のフォロー結果を受け、通達文書『自主監査チェックシート（工務部編）による確認の実施につ
いて（通達）』を発出（4/20）し、2026年度においても、作業安全に係る項目を踏まえた自主監査を継続して
実施する。
・本社社員による現場長自主監査フォローは、第３四半期に計画する。（対象20箇所）

自主監査のチェック項目に、作業計画表や現場点呼簿が作成
されているか、事故事例を身近な業務に落とし込んだ教育を適
時適切に実施しているかを追加する等、保安ルールに対する
チェック項目を見直すとともに、作業安全に係る項目について
は、当面の間、本社による実施状況確認の重点項目として扱
うこととしました。

完了
継続
実施

●仕様決定

●追加設問作成

●通達発出済、運用開始

危険事象等について、発生箇所での議論結果を踏まえ対策を検討

本社社員による

現場への自主監査

フォロー

月一回開催

●通達発出

●通達発出

システム改修
●12/24事務連絡第54号発出

本社社員

による

現場への

自主監査

フォロー

毎週実施

月1回助役会議に合わせて実施

※最低1Pのミーティングスペース確保（完了）

※

以降は継続して実施

●8/1実施（６月分）

●8/27実施（７月分）

レイアウト

変更

管理室の建物老朽化に伴う更新等の状況に応じて、ミーティングスペースを拡充していく（継続）実態調査

●10/1実施（８月分）

●10/28実施（９月分）

2月28日時点

全19箇所完了

11月30日時点で完了

全８箇所完了

※2025年度の実施結果を踏まえ、

次年度の実施内容検討

●11/27実施（10月分）

●12/24実施（11月分）

●2/2実施（12月分）

本社社員による

現場への自主監査

フォロー

●技術力診断開始

●2/27実施（１月分）

●電子黒板納入完了

（対象全55箇所）

●電子黒板

契約締結

●電子黒板

一部納入（10箇所）

政府調達手続き

●技術力診断終了

→社員と管理者が面談し、技術継承計画を策定し実践していく

●3/26実施（２月分）

●4/28実施（３月分）

●5/29実施（４月分）

●通達発出（4/1）

●通達発出（4/20）

●2025年度の取りまとめ

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

本社社員による

現場への自主監査

フォロー

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

設問見直し

システム改修

技術力診断

実施
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区分 改善報告書の取組 第３四半期ステータス

取り組み概要
(講ずる措置抜粋)

2025年度 2026年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第４四半期

2026年３月1日～2026年５月31日までの進捗状況
(具体的な取り組み内容・実施実績等、予定含む)

「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講じた改善措置の2026年５月末日実施状況報告 5/31現在

保線安全の日

今年度の「保線安全の日」において、「お客様の安全」とともに
「従事する社員の安全」の観点をテーマとしたグループディス
カッション等を行い、お客様と社員の命を守ることの重要性を
再認識し、開かれた組織風土醸成の機会にすることとしまし
た。

完了
継続
実施

１０条教育

【2025年度】
・10条教育において、「従事する社員の安全」及び「改ざん・隠ぺい・虚偽報告を行った場合の責任の重さ」
についての教育内容の見直しや追記、知悉度確認の問題の追加等を行った上で、指導を実施
・在来線19/19回、新幹線5/5回実施（3/26現在）
【2026年度】
・2025年度に発生した事象、安全パトロールでの指摘事項、及び実態調査結果に基づき、教育内容の見
直しを行い、教育資料を修正追記した上で指導を実施する。

完了
継続
実施

請負会社への安全意識の向上に寄
与する教育

【2025年度】
・10条教育において、「従事する社員の安全」及び「改ざん・隠ぺい・虚偽報告を行った場合の責任の重さ」
についての教育内容の見直しや追記、知悉度確認の問題の追加等を行った上で、指導を実施
・在来線25/25回、新幹線6/6回実施（3/27現在）
【2026年度】
・2025年度に発生した事象、安全パトロールでの指摘事項、及び実態調査結果に基づき、教育内容の見
直しを行い、教育資料を修正追記した上で指導を実施する。

・2026年６月23日に釧網線緑駅構内で協力会社社員が無人駅清掃作業を行う際、保安体制を確保せずに
線路内に立ち入った事象が発生した。緊急対策として、関係職場に対し、以下の内容について注意喚起を
行った。
【「線路立入り前の３つの確認」の徹底について】
①輸送指令と「現地」で運転状況の確認を行う。
②運転状況の伝達と次列車の相互確認を行う。
③保安体制が確立したことの確認を行う。
また、当該箇所は、駅構内ごとに作業工程（移動経路）をパターン化・図示し、再指導することを検討。

保線技術者講習会

・10条教育と同日に実施
・砂川事象の振り返り資料および作業管理の重要性に関する資料を追加

※今年度の講習会開始（7/28予定）までに4/1付「保線業務プロセス管理の体系化について（通達）」等を
反映させ内容を修正する。

完了
継続
実施

その他のあらゆる機会

6月から業務支援室による社員指導を各保線管理室(新幹線工務所を含む37箇所)にて実施し、その後、岩
見沢レールセンター、各設備所、各構造物検査センターにて実施する。
※2026年度内に工務関係対象現業機関46箇所を実施予定

2026年度は安全意識の向上を教育テーマの中心におき、また受講者の自分事化を図るため、受講者間の
グループ討議など、受講者参加型のメニューも取り入れる。

完了
継続
実施

新任現場長・新任管理者・新任GL対
象の研修

実施なし
完了
継続
実施

職場内講習会
10月より実施し、2026年３月末時点で5,953名が受講。対象社員の休職や退職等により実施できなかった
分を除き年度末までに完了した。

完了
継続
実施

コンプライアンス出前講座 実施なし
完了
継続
実施

役員等を対象にした研修

役員等に対しては、多様な人材がいる組織において、経営トッ
プから現場までコンプライアンスについて共通のイメージを持
ち、それを「ルールを守る」、「ありのままに報告する」という具
体的な行動につなげていくことをテーマに、外部講師による研
修を実施します。

実施なし
完了
継続
実施

「報告から始まる安全」について議論
を行い、各駅の指導訓練に展開する

完了
継続
実施

本社作成資料による教育
国土交通省の事務連絡による
教育

本社作成資料による教育
・運転士　2026年度の実施時期について、指導文書で下期（１０月～３月）実施を指定した。
　　　　　　開始時期までに資料を現場に発出するため、資料を作成中。

・車　 掌　2025年度は、10～３月全５現場で教育実施完了。
　　　　　　2026年度指導訓練で年間に１回実施を指定。

新任運転関係管理者研修や
フォロー研修の見直し

・2025年度実施した結果から、2026年6月以降順次実施する集合研修については、「報告しなかった場合
のリスク」を教育に取り入れるとともに、事例について自分事化し行動に結びつけられるように、ディスカッ
ションやロールプレイングを活用した教育を行い、「報告から始まる安全」の教育を継続し実施する。

【2026年度】
新任運転関係管理者研修　7月実施予定
新人車掌フォローⅠ研修　6/11～実施予定（全6回）
新人車掌フォローⅡ研修　12/18～実施予定（全3回）
新人車掌フォローⅢ研修　7/2～実施予定（全5回）
新人運転士フォローⅠ研修　7/27～実施予定（全3回）
新人運転士フォローⅡ研修　8/28～実施予定（全8回）
新人運転士フォローⅢ研修　9/17～実施予定（全9回）

完了
継続
実施

・2026年６月に実施する新任現場長研修においては、線路内立ち入り時の必要なルールについて教育を
行うこととした。また各種集合研修においても、同様の内容について教育・指導をしていくこととした。

運輸部

駅業務部

ルールを守る重要性【規範教育】の内
容見直し
新任現場長・新任管理者研修、列車
見張員講習会・冬期安全講習会にお
ける教育

工務部

安全意識
醸成

コンプライアンス
教育

「従事する社員の安全」及び「改ざん・隠ぺい・虚偽報告を行っ
た場合の責任の重さ」に対する教育は、毎年全工務系統社員
に行う「10条教育」や毎年全保線系統社員に行う「保線技術者
講習会」などのあらゆる機会を通じて、請負会社も含めて繰り
返し行っていくこととしました。

これまで、新任現場長・新任管理者・新任ＧＬを対象にした研
修や担当者が現業機関に出向き、直接社員に対して行う「コン
プライアンス出前講座」、全社員を対象とした「職場内講習会」
等、コンプライアンスの向上に向けた取組みを実施してきまし
たが、広くコンプライアンス全体を対象としていたことから、安
全という観点での指導が不十分となっていたこと、隠ぺいや虚
偽の報告については、事故報告制度をこれまでの「責任追及
型」から「原因究明型」へ見直しを行い、「ありのままに報告す
る」ことの重要性に加えて、本人のみならず、家族や職場の同
僚なども残念な思いをさせてしまうということの教育を行ってき
ましたが、徹底されていなかった反省を踏まえて、本年度から
教育内容を「安全」「報告の重要性」を重視したものに見直すこ
ととしました。

・安全推進委員会駅専門部会において「報告から始まる安全」
について議論を行うことを継続し、各駅で実施する指導訓練で
は同会議で使用した資料を使用した教育を実施します。加え
て、当務従事者には集合研修において同教育を継続して実施
していきます。
・駅系統においてもルールを遵守しなかった事象が発生してい
ることから「ルールを守る重要性(規範教育)」について内容を
見直し、管理者層には「新任現場長研修」「新任管理者への特
別講義」、当務及び作業員に対しては「列車見張員講習会」
「冬期安全講習会」において教育を継続して実施し、コンプライ
アンス意識を高めていきます。

総務部

運輸系統では報告の重要性について毎月の教育訓練におい
て、事例検討等により「正しい報告の重要性について」指導を
行ってきましたが、事象をありのままに報告できなかった事象
が散見されており、十分に浸透させることができていなかったと
認識しております。毎月実施している教育訓練の内、年に一
度、報告することの意義などを含めた本社作成資料で教育す
ることを2025年下期に実施します。また、国土交通省からの事
務連絡等、コンプライアンスに関する他社事例についても教育
を実施します。さらに、新任運転関係管理者研修や運転士・車
掌に対するフォロー研修等において「報告から始まる安全」に
ついての教育を2025年７月以降順次追加するなどコンプライア
ンス徹底に向けた取り組みを強化してまいります。

※2025年度の実施結果を踏まえ、

次年度の教育内容検討

●① 文書発出

講習実施

●指導文書発出

●新任管理者研修
●新任ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ研修

講習実施

●新任現場長研修

※新任現場長及び管理者研修

(毎年４月、６月)時に実施

●実施予定

●列車見張員講習会(入冬期)

冬期安全講習会(入冬期)

●安全推進委員会駅専門部会にて実施

●外部講師による役員・部長等対象の研修
●外部講師による現場長・課長等対象の研修

箇所とのスケジュール調整の関係で、

10月から実施

2025年8月19日（火）～2026年3月26日（木）

在来線：19回 新幹線：5回 計：24回 実施

●② 文書発出

④ 業務支援室による社員指導

（年度内に工務関係全現業機関を実施）

●新人車掌フォローⅠ研修 全6回実施

●新人車掌フォローⅡ研修 全3回実施

●新人車掌フォローⅢ研修 全5回実施

2025年8月19日（火）～2026年3月26日（木）

在来線：19回 新幹線：5回 計：24回 実施

●③ 代表主任（保線管理室等）会議

●新人運転士フォローⅠ研修 全7回実施

●新人運転士フォローⅡ研修 全10回実施

●新人運転士フォローⅢ研修 全9回実施

資料内容の見直し

「報告することの意義」教育実施

国土交通省事務連絡による教育 ： 受領の都度速やかに現場展開、直近指導訓練で教育実施

●「報告することの意義」教育資料乗務員編作成

●新任管理者研修

●通達発出

●新任現場長研修(９月19日配信済み)

※2025年度の実施結果を踏まえ、

次年度の取組検討

2025年9月4日（木）～2026年3月27日（金）

在来線：25回 新幹線：6回 計：31回 実施

●新任運転関係管理者研修

●9/19「保線安全の日」実施

各駅で

教育実施

・2026年度は工務系統について、2025年度未受講者に対しての受

講を進めていく

・対象箇所を運輸系統職場にも拡大する

5月31日時点（2025年度分）

在来線全19回、新幹線全5回実施

5月31日時点（2025年度分）

在来線全25回、新幹線全6回実施

2月28日時点

対象現業機関全46箇所実施完了

11月30日時点で完了

全59駅で完了済

2月28日時点

全保線所11箇所で実施完了

３月31日時点

運転士 全13現場 完了 車 掌 全５現場 完了

※2025年度の実施結果を踏まえ、

次年度の取組検討

※2025年度の実施結果を踏まえ、

次年度の教育内容検討

※2025年度の実施結果を踏まえ、

次年度の教育内容検討

※2025年度の実施結果を踏まえ、

次年度の教育内容検討

輸送の安全確保巡回で

意見交換

※輸送の安全確保巡回での

意見交換内容を踏まえ、

次年度の取組検討

※輸送の安全確保巡回での

意見交換内容を踏まえ、

次年度の取組検討
輸送の安全確保巡回で

意見交換

●現場長等向け研修配信開始

④ 業務支援室による社員指導

（年度内に工務関係全現業機関を実施）

2026年7月28日（火）～2027年3月25日（木）

在来線：18回 新幹線：5回 計：23回 実施予定

2026年8月18日（火）～2027年3月26日（金）

在来線：26回 新幹線：7回 計：33回 実施予定

5月31日時点（2025年度分）

在来線全19回、新幹線全5回実施

2026年7月28日（火）～2027年3月25日（木）

在来線：18回 新幹線：5回 計：23回 実施予定

●新任ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ研修

●新任管理者研修

●新任現場長研修

●指導文書発出

講習実施

講習実施

●外部講師による役員・部長等対象の研修 10/2

●外部講師による現場長・課長等対象の研修

10/26 ●現場長等向け研修配信開始

●新人車掌フォローⅠ研修 全6回実施予定

●新人車掌フォローⅡ研修 全3回実施予定

●新人車掌フォローⅢ研修 全5回実施予定

●新人運転士フォローⅠ研修 全3回実施予定

●新人運転士フォローⅡ研修 全8回実施予定

●新人運転士フォローⅢ研修 全9回実施予定

●新任運転関係管理者研修

●安全推進委員会駅専門部会にて実施

各駅で

教育実施

●新任現場長研修

●列車見張員講習会(入冬期)

冬期安全講習会(入冬期)

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

5月31日時点(2026年度分）

新任運転関係管理者研修 (7月開講予定)/全1回

新人車掌フォローⅠ研修 (6月開講予定)/全6回 新人運転士フォローⅠ研修 (7月開講予定)/全3回

新人車掌フォローⅡ研修 (12月開講予定)全3回 新人運転士フォローⅡ研修 (8月開講予定)/全8回

新人車掌フォローⅢ研修 (7月開講予定)/全5回 新人運転士フォローⅢ研修 (9月開講予定)/全9回

「報告することの意義」教育実施
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
区分 改善報告書の取組 第３四半期ステータス

取り組み概要
(講ずる措置抜粋)

2025年度 2026年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第４四半期

2026年３月1日～2026年５月31日までの進捗状況
(具体的な取り組み内容・実施実績等、予定含む)

「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講じた改善措置の2026年５月末日実施状況報告 5/31現在

検修社員等の教育訓練方針への追
加

2025年12月25日付で発出した指導文書『「報告から始まる安全」の教育実施について』に基づき、車両部
作成の資料を用いて、各所で教育を実施。３月に結果を集約した。

完了
継続
実施

階層別集合研修への追加

フレッシュ検修分科：４月28日実施
車両基礎科：８月実施予定
車両管理技術科：６月実施予定
車両技術マスター科：７月実施予定
新任管理者科：６月実施予定
実践管理者科：７月実施予定

完了
継続
実施

１０条教育・電気関係社員安全講習会
完了
継続
実施

請負会社への安全意識の向上に寄
与する教育

・2026年5月14日に電気関係請負事故防止会議を開催し、昨年度の事故・事象の振り返りや三大労災撲
滅に向けた取組等の指導を実施した。（35社、141名参加）
・2026年６月４日に函館線深川～近文間で、グループ会社社員が必要な保安体制が確保されていない状
態で作業に着手した事象が発生した。緊急の取組みとして、電気関係全職場およびグループ会社・協力会
社において、以下の取組みを実施することとした。
①作業開始前の点呼において、チェック表を用いて、保安体制確保前は移動を含め線路に近づかないこ
と、並びに作業の責任者からの明確な指示後に作業を開始し、従事員自身の判断で開始・継続しないこと
を周知する。
②作業の責任者は上記の周知事項に対し、全従事員から応答を確認し、署名させる。

新任管理者研修及び新任主任研修
完了
継続
実施

安全研修（第３期）(実施中(2026年度
末まで))

現在実施している安全研修(第３期)において、砂川駅構内で発
生した事象を用いて、社員の安全を守るためのルール遵守及
び「ありのままに報告する」ことの重要性を教育することとしま
した。

・受講対象者約1,500名のうち1,310名（約87%）が受講済み（2026年5月末現在）
・G会社向け安全研修（第3期）について、各G会社へ2026年度の開講日一覧、各開講日の入所人数、入所
の事務手続きなどを通知した。6/10初回開催予定。
・カリキュラム、使用するPPTなどが完成した(3/24)。講師陣が講義の訓練を実施中。

安全研修（第４期）(計画～開始)
今後検討していく安全研修(第４期)(2027年度から開始予定)に
おきましても、コンプライアンス及び安全意識の再徹底を図る
カリキュラムを充実させてまいります。

・コンサル会社との打ち合わせ　2回（3/9,17）→「安全研修（第４期）設計まとめ資料」納品3/24
・コンサル会社へ社内説明用資料「安全研修（第４期）研修概要」および安全研修館設備改修・映像製作
等にかかる概算費用（2パターン）見積を依頼し受領した。
・その後詳細についての説明や修正を指示などメールにより打ち合わせを積み重ねている。
・上記資料などを準備のうえ、社内説明・予算確保し、コンサル会社へ正式発注する予定。

アンケート結果の集約と実施内容の
検討

完了

施行

・「報告から始まる安全」リーフレットは全面改訂に向けて案を作成し、安全統括管理者MTで3回
（3/2,4/17,27）議論した。その結果、既存リーフレットは残したうえで、「速やかに＝その場で報告すること」
「安心して報告できる職場環境の重要性」など新たに社員へ伝えたいことを補足するシートを作成すること
となった。
→安全統括管理者MT5/13、安全推進委員会5/15付議し決議された。
・「職場の心理的安全性」に関する研修について、引き続きコンサル会社と相談し、役員・部長等経営層～
現場管理者層までの研修体系を検討した。2026年度は経営層によるワークショップをとおした社員向け
「メッセージ（行動宣言）」の策定を目指し社内整理を進める予定。コンサル会社打ち合わせ 3/31・
4/14,30・5/19。
・完成した試作アプリを用い、3/23～3/31までの間、苗穂運転所と運行管理センターで試行を実施し、その
結果を4/24安全推進委員会で報告した。トライアルおよび支社指令でのヒアリングで集約した意見・要望
等をもとにアプリの改修を進めており、上半期中の支社館内の現場と指令でのトライアル、今年度中の全
社使用開始を目指している。

ＪＲ東日本研修施設の視察 完了

資料作成 完了

指導訓練による指令員教育

毎月行っている教育訓練の内、年に一度、2024年11月16日に
函館線森～石谷間において脱線した列車の隣接線に貨物列
車を通過させた事象や三河島事故等などの過去の事故事例
を用いて、事故発生時における運転士の報告から最悪の事態
を想起できるような教育を行い、継続的に指令員の異常時対
応力の向上を図っていくこととしました。

完了
継続
実施

全道輸送指導担当者会議
（年４回　６・９・12・３月本社開催：TV）

・全道輸送指導担当者会議開催(3/18)
完了
継続
実施

指令教育指導会議
（年４回　６・９・10・11月本社・各支社
開催）

完了
継続
実施

指導者層の
フォローの取組

車両部
外部機関等を活用した現場指導者層
のフォロー

現場の指導者層を集めた教育訓練担当者会議で、指導者間
で、若い世代への伝え方、教育方法等に対する悩みを共有し
てきましたが、今後はこれらの悩みや課題を解決し、指導力向
上につながるように、外部機関等を活用して指導者層をフォ
ローする取組みを行います。

「指導者層の指導力向上に向けた社外研修」の開催を継続する。
未受講者を対象とし、研修内容は受講者の職制などを考慮して計画する。
８月～10月までの間に実施予定

完了
継続
実施

安全研修

報告から始まる
安全安全意識

醸成

指令員に対する
教育

コンプライアンス
教育

安全推進部

車両系統では改めて取り組みを精査した結果、車両部が発出
している「検修社員等の教育訓練方針」には「報告から始まる
安全」の教育内容が含まれていなかったこと、および一部の集
合研修で「事故と事象の報告制度」の講義を行っていたものの
「報告から始まる安全」に関する講義は行われていなかったこ
とが分かりました。このことから今後は、「検修社員等の教育訓
練方針」に「報告から始まる安全」の教育を加え、現業機関で
毎月実施している検修社員等の教育訓練の内、年に一度「報
告から始まる安全」の教育を追加することにしました。また、階
層別の集合研修(フレッシュ検修分科、車両基礎科、車両管理
技術科、車両技術マスター科、新任管理者科、実践管理者科)
において「報告から始まる安全」に関する講義を追加すること
にしました。

電気系統では改めて取り組みを精査した結果、「報告から始ま
る安全」、「安全意識と行動」、「コンプライアンス」「正しく報告し
なかった場合の厳しい処分」等の教育については、各箇所で
の職場内講習会等が中心となっており、本社等が行う教育は
過去のインシデント対策や風化防止を目的としたものであった
ことから、コンプライアンス及び安全意識の再徹底策として、電
気関係全社員が対象の電気関係社員安全講習会や10条教育
に、それらに関する教育プログラムを追加し、社員への浸透度
を高める取り組みを実施します。また、職場の核となる助役、
主任に対しての教育は重要であることから、新任管理者研修
及び新任主任研修にも同項目を追加します。

安全推進部

電気部

車両部

運輸部

教育カリキュラムを充実させることを目的として、指令員の指
導に携わる社員が他社の安全研修施設の視察により教育手
法を学び、自箇所における職場内教育において効果的な指導
を実施することとしました。

運行よりも安全確保が第一であることを徹底していくために、
全道の指令員の指導に携わる社員により定期的に開催してい
る全道輸送指導担当者会議及び指令教育指導会議において
意見交換を行い、全道の輸送指令員に浸透させていくための
指導教育内容を検討し継続的に取組んでいくこととしました。

今年度の「安全再生の日」の取組みにおいて、「報告から始ま
る安全」の取組みを深度化させる目的で、その意義や重要性
を職場単位であらためて教育する取組みを行っています。
その取組みにおいて、「報告から始まる安全」の取組みについ
て、社員の率直な思いを聞き取るアンケートを実施し、現在、
その意見を集約しているところです。
これらの意見などを踏まえ、「報告から始まる安全」の社員へ
の浸透度を高める持続的な実施方法など、事故・事象報告に
対する改善策について検討してまいります。

※2025年度の実施結果を踏まえ、

次年度の教育内容を検討

各職場で

取り組み実施

※

2027年度中に開始（予定）

●内容決定

●新任管理者研修

教育実施

●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→●教育内容決定

●車両管理技術科前期

●車両管理技術科後期
●車両技術マスター科

●実践管理者科
●車両基礎科前期

外部機関研修受講

●本社実施（6/26）

●実施（9/18） ●実施（12/4）

●実施（3/18）

●本社実施（6/26）

●釧路支社実施（10/23）

●函館支社実施（9/25）

●旭川支社実施（11/20）

●本社実施(12/16-19)

●函館支社実施(11/25-27)

●旭川支社実施（12/22-25）

●釧路支社実施(12/17-19)

★（資料作成は

3月下旬着手）

●JR東日本視察実施

●視察内容反映
●完成予定輸送指導担当者会議で共有

●各支社展開→本・各支社指導訓練で使用開始

●請負事故防止会議

JR北海道社員対象

G会社社員対象 ※短縮版

コンセプト作成

カリキュラム案検討
映像作成、展示物作成

10条教育（計23回）、

電気関係社員安全講習会（計3回）

10条教育計23回）

★(3月10日通達発出)「2025年度 検修社員等の教育訓練方針について」

●新任主任研修

アンケート

結果等集計

※2025年度の実施結果を踏まえ、

次年度の教育内容を検討

※2025年度の実施結果を踏まえ、

次年度の教育内容を検討

●ヒアリング実施

実施結果を踏まえ、

以後の教育内容検討し、

継続実施

実施結果を踏まえ、

以後の教育内容検討し、

継続実施

※2025年度の実施結果を踏まえ、

次年度の教育内容を検討

※実施時期変更

11月30日時点で完了

・10条教育 全23回実施済み

・電気関係社員安全講習会 全3回実施済み

11月30日時点で完了

・10条教育 全23回実施済み

5月31日時点

約1,500名のうち1,310名（約87%）が受講済み

2月28日時点

全４箇所実施

11月30日時点で完了

全４箇所実施

11月30日時点で完了

・本社教育担当にて外部機関による研修

5名受講

・本社及び車両検修関係の現場管理者を対象に、

外部機関による研修

22名受講

※2025年度の実施結果を踏まえ、

次年度の教育内容を検討

●教育訓練担当者会議(12/15)

10条教育（計２３回）、

電気関係社員安全講習会（計３回）

10条教育（計２３回）

●新任管理者研修

●新任主任研修

指導内容検討

①次期安全計画 記載内容の検討

②リーフレット改定案検討 ●改訂版 配付・周知

⑤報告システム化アプリ作成

●

2027年度 次期安全計画スタート

●

2026.３ 試験運用実施

●車両管理技術科前期

●車両技術マスター科

●実践管理者科

●車両基礎科前期
●フレッシュ検修分科

●新任管理者科

コンサル会社契約に向け

社内整理

※2025年度の実施結果を踏まえ、

次年度の教育内容を検討

※2025年度の実施結果を踏まえ、

次年度の教育内容を検討

教育実施

外部機関研修受講

●内容決定

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

●本社実施（６/25）

●釧路実施（９/24）

●旭川実施（10/22）

●函館実施（11/26）

※2026年度の実施結果を踏まえ、

次年度の教育内容を検討

●本社実施（６/25） ●実施（９/17） ●実施（12/３） 実施（３/17）●

※2026年度の実施結果を踏まえ、

次年度の教育内容を検討

※2026年度の実施結果を踏まえ、

次年度の教育内容を検討

●本社実施（11/17-20）

●釧路実施（10月）
●旭川実施（12/22-25）

●函館実施（2月）

※2026年度の実施結果を踏まえ、

次年度の教育内容を検討
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
区分 改善報告書の取組 第３四半期ステータス

取り組み概要
(講ずる措置抜粋)

2025年度 2026年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第４四半期

2026年３月1日～2026年５月31日までの進捗状況
(具体的な取り組み内容・実施実績等、予定含む)

「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講じた改善措置の2026年５月末日実施状況報告 5/31現在

実施状況（駅部門）

【3月】釧路駅(4回目)(3/11)、倶知安駅(3/12)、富良野駅(3/12)、手稲駅(3回目)(3/24)、銭函駅(3回
目)(3/24)、岩見沢駅(2回目)(3/27)
2026年３月31日現在　59箇所/59箇所
※南千歳駅は千歳駅、稚内駅は南稚内駅に含む

実施状況（運輸・車両部門）
【3月】実績なし
2026年3月31日現在　17箇所/17箇所

実施状況（工務部門）

【3月】札保江別保線管理室(2回目)(3/5)、旭保深川保線管理室(2回目)(3/5)、函保函館保線管理室(3/6)、
函保長万部保線管理室(3/6)、函館構造物検査センター(3/6)、札保倶知安保線管理室(3/12)、札保小樽
保線管理室(3/18)
2026年3月31日現在　56箇所/56箇所

実施状況（電気部門）
【3月】函電長万部派出所(3/6)
2026年3月31日現在　17箇所/17箇所

安全推進部 ・「ひざ詰め対話報告会」を実施(4/13)
完了
継続
実施

作業責任者と
列車見張員による
相互確認 作業等の実施区間、可搬式特殊信号

発光機の設置区間、その撤去消灯時
期の相互確認

作業責任者は、作業等を実施する駅区間に加え、可搬式特殊
発光信号機を設置する駅区間、及び撤去消灯時期が適切で
あるかについて、列車見張員と相互に確認することとします。

工務：事象の発生を踏まえ、2月1日～3月31日における列車見張員を配置して実施する作業の全てのウェ
アラブルカメラの録画映像を確認を実施した。確認の結果、不適切な事象は請負会社も含め認められてい
ない。
4/1以降も、録画映像は引き続き、実態把握に活用することとする。

　

作業計画表の
保線所送付・確認

作業計画表の保線所送付・確認

今後は、プロセス管理とは別に、保線管理室は作成した「作業
計画表」を保線所へ送付し、保線所は計画されている作業に
対して「作業計画表」が作成されていることを確認することとし
ました。

完了

安全推進部：
・実績なし

電気：
・遮断かん取替作業時の列車見張員について、作業を遮断かんの外側から実施する場合は省略可とする
ルール見直しを試行する指導文書を発出（3/24）

完了
継続
実施

工務：
・2025年度『安全に係るルールや手続きの見直し検討WG』において、現行ルールの検証及び改善可否に
ついて検討を実施した。検討の結果、改善が可能と判断した複数のルールについては、具体的なルール
改正や仕組みの構築に向けて、関係部署との打ち合わせや、実施に向けた調整を開始している。その中
で、管理者が関係する他系統の職場に赴き、作業実態の把握を実施した。その結果、ルールの見直しで
はなく、ミスの少ない書類作成の重要性を優先するとの結論に至り、他系統職場との相互理解を深めた。
・工保第E25-0048号「室蘭線における線路閉鎖工事を複数駅間一括施行する取扱いの試行について（通
達）」に基づき、室蘭線にて、複数駅間一括線閉取扱いの試行を開始した。（3/1）
・工事管理者を対象とした保安ルールの認識及び誤解や迷いが生じやすいルールについてアンケート調
査を行った（回答者数548名）。その結果、「踏切警報機を活用した保安体制」「旅客通路やプラットホーム
上での保安体制」については、特に認識を誤りやすいルールであることが判明したため、これらの項目に
ついては2026年度の教育訓練資料の再構成を行い、重点的な教育を実施することとした。

完了
継続
実施

駅業：
駅業指導第E25-0048号「列車抑止による駅での列車見張員配置作業見直しの調査検証について」を３月
４日に発出し、宗谷線　美深駅で3/16～3/20にかけて、列車見張員を配置せずに作業を行う方法を検証し
た。
【作業条件】
・「駅構内作業記録簿」を作業前日までに指令に送付する
・作業間合いは１時間以上ある場合のみ
・作業は１０分以上前に終了
・指令が運行表示装置で上下線列車の抑止設定後、抑止された状態の運行表示装置画面をipadなどに投
影表示し、「抑止確認者」が指令と抑止状況を相互に確認
・「抑止確認者」の携帯品にタイマーを追加し、作業終了10分以上前にセットする

・工務関係触車事故防止マニュアル(通達)の改正を行い、解説
の充実化と表記の見直しを行ったほか、取扱い毎や保安体制
毎に構成の変更を行い、教育資料等で活用できるよう再編し
ました。
・その他の安全に関するルールや手続きについては、まずは
ハード対策を検討すること、それらによらない場合には安全を
担保したうえで、実効性の高いルールや手続きの見直しの可
否を含めて、引き続き検討を行っていきます。なお、その際は、
関係するルールや手続きに齟齬が生じないよう、系統間にお
ける調整や整合性の確認を安全推進部が行います。

膝詰め対話

ハード対策によれないかの検討、
安全を担保したうえで実効性の高い
ルールや手続きへの見直しの可否の
検討

安全推進部
駅業務部
工務部
電気部

安全に関する
ルールの
見直し

工務部

ルール

会社幹部
安全意識

醸成

６月以降の膝詰め対話においては、会社幹部からコンプライア
ンス及び安全意識について、現場社員に対して直接メッセージ
を伝える機会とすること、安全の取組みに対して社員がどのよ
うな思いを持っているか確認することという共通のテーマを設
定し、安全意識の醸成につなげる取組みとしております。

●指導文書発出

●現場長等とのディスカッション(安全推進委員会駅専門部会)

●間合いに関するルールの周知

●電気関係感電事故防止マニュアル(通達)制定

●指導文書（一連の待避誤り等に伴う触車事故防止の取り組みについて）発出

2025年6月実施分から意見交換テーマを特定のテーマに指定して実施

2025年10月及び2026年4月に、ひざ詰め対話を実施した会社幹部が集まり、

社長への「ひざ詰め対話報告会」を実施

●事務連絡発出

●「安全に係るルールや手続き」の検証ワーキンググループの設置(工務部)

各系統にまたがる規程やルール等は、安全推進部にて必要の都度、主管部と調整を実施

ルールの方向性

検討

打ち合わせを実施(2025年度計6回)

●マニュアル(通達)改正

●マニュアル(通達)改正

必要の都度、ハード対策によれないかの検討、

安全を担保したうえで実効性の高いルールや手続きへの見直しの可否の検討などを実施

必要の都度、ハード対策によれないかの検討、

安全を担保したうえで実効性の高いルールや手続きへの見直しの可否の検討などを実施

必要の都度、ハード対策によれないかの検討、

安全を担保したうえで実効性の高いルールや手続きへの見直しの可否の検討などを実施

●指導文書（踏切除雪における大形支障物検知装置の作業スイッチ箱の取扱いについて（本施行））発出

●現場長等とのディスカッション(下期電気関係現場長会議)

●ひざ詰め対話報告会 ●ひざ詰め対話報告会

以後の取組内容を検討し、

継続して実施

３月31日時点

・駅部門 全59箇所

・運輸・車両部門 全17箇所

・工務部門 全56箇所

・電気部門 全17箇所

2月28日時点

2025年度全6回実施完了

●指導文書（踏切作業における列車見張員の配置について）発出

●列車見張員配置作業見直しの調査検証実施（美深駅）

今後の方向性検討
●調査検証実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

膝詰め対話の実施

2026年10月及び2027年4月に、「ひざ詰め対話報告会」を予定

●ひざ詰め対話報告会

引き続き、ウェアラブルカメラカメラ映像を実態把握に活用

取組期間
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区分 改善報告書の取組 第３四半期ステータス

取り組み概要
(講ずる措置抜粋)

2025年度 2026年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第４四半期

2026年３月1日～2026年５月31日までの進捗状況
(具体的な取り組み内容・実施実績等、予定含む)

「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講じた改善措置の2026年５月末日実施状況報告 5/31現在

過去の終端線冒進
対策の
ATS（新千歳空港駅）

運輸部
残置したATS地上子の要否の
検討

2025年５月30日に千歳線新千歳空港駅構内においてATS鳴
動時の取扱いに適切を欠き非常ブレーキを動作させお客様に
お怪我を負わせた事象については、緊急的に保安装置の適切
な取扱いに関する注意喚起を行いました。また、非常ブレーキ
が動作する要因となった地上設備の在り方について、過去の
安全対策として設置した確認用地上子を、運転操縦上の目安
としても活用されてきた経緯から速度照査型ATS(以下、
「ATS-DN形」という。)の整備後も残置してきましたが、ATS-
DN形のみで安全が確保できており、確認用地上子の残置が
運転阻害などの「過剰な停止手配になる」リスクとなっている現
状を踏まえ、運転操縦上の影響の有無を確認のうえ、その存
廃の検討を進めることとしました。

完了

　

指令との確認会話教
育

列車間合い変更に特化した教育

冬期構内作業資料集には指令との確認会話を示したページは
あるものの、指令との定例の打合せをメインに講習をしていま
した。当該見張員は、2024年10月に定めた、列車間合いを変
更する際のルールに基づいた確認会話が出来なかったことを
受け、これに特化した教育を実施します。

完了
継続
実施

完了
継続
実施

完了
継続
実施

完了
継続
実施

完了
継続
実施

安全推進部配属
社員の教育

安全推進部
安全推進部の役割や業務内容につい
ての教育

「事業改善命令・監督命令による措置を講ずるための計画」に
おける安全推進部の強化の取組みの一つとして、安全推進部
に配属になった社員に対し安全推進部の役割や業務内容等
について教育を行ってきました。安全推進部は、各技術部門の
安全確保に関する取組みの総合調整等、会社全体の安全対
策の管理業務を優先的、かつ、円滑に行うための役割を担う
組織であり、その役割を果たすためには、安全の仕組みの本
質を身に着ける必要があります。速やかにそのスキルを身に
着けるために、配属社員に対する教育を再開することとしまし
た。

第８回「安全対策Gの業務について」勉強会実施(3/3)
第９回「訓練・防災・踏切安全Ｇの業務について②」勉強会実施(3/3)
第10回「安全研修Gにおける新入社員教育の概要について」勉強会実施(3/18)
第11回「運輸マネジメント制度・マネジメントレビュー・安全報告書について」勉強会実施(3/25)

完了
継続
実施

保線社員の
誇り・責任感の
醸成

工務部 保線業務の積極的な公開

過去に函館駅で実施した保線業務のパネル展示等を行った取
組みによって、保線業務が安全を担う重要な業務であることを
ご利用のお客様に理解していただくことが出来ました。それに
より社員が仕事の誇り・責任感をより認識することに繋がり、そ
の結果、ルール遵守の意識を高めることにも繋がったものと考
えられることから、今後も保線業務の積極的な公開を行うこと
としました。

・高校生向けインターンシップ「仕事体験プログラム」（4/25）
・高校進路オリエンテーション（5/7）
・北海道新幹線10周年イベントにおける保線業務の紹介（線路用点検車両の乗車体験）（5/23）

完了
継続
実施

発生事象の
公表

広報部 事象毎個別に判断

砂川駅構内で発生した事象以降、不安全な事象を立て続けに
発生させ、ご利用の皆様をはじめ多くの方に当社の安全に対
して不信を抱かせることとなってしまいました。この事態を受
け、これまで公表していなかった事象についても、個別に判断
して公表することとしました。

完了

自主監査
フォローの施策
への反映状況の確
認

監査部
安全推進部や本社計画部門が適切
に自主監査に係る取り組みを行って
いることを確認

各部が集めた意見や情報をどのように施策に反映させるかと
いうＰＤＣＡの取組みの確認

・各部の自主監査チェックシートを入手し、内容等を確認
完了
継続
実施

全ての社員が当事
者意識を持って行動
するための取組み 安全推進部

駅業務部
運輸部
車両部
工務部
電気部

類似したトラブルが発生していることを踏まえると、すべての社
員に安全への取組みが浸透していないことが想定される。全
ての社員が当事者意識を持って行動することが出来るよう対
策を検討。

各系統においてヒアリングやウエアラブルカメラ映像を活用した実態把握の強化に取り組んでいるが、全
社をあげて実態を把握し、必要な教育やルールの見直しなどに繋げていくため、全社員を対象にアンケー
トを３～５月に実施した。

運転取扱い業務の見習い教育や見極
めの必要性の周知(新任現場長研修
及び安全推進委員会駅専門部会)
知識及び技能の確認の徹底

過去に発生した駅間承認に関わる事象をまとめた教育資料の
作成や、新人フォロー教育における駅間承認に関わる項目の
追加、保守用車取扱い訓練時に駅間承認の取扱いを追加して
訓練を実施します。

運転取扱い業務を行う際の見習教育や見極めの必要性を新
任現場長研修において継続的に周知し、知識及び技能の確認
を徹底します。

駅間承認に関わる教育資料作成
駅間承認に関わる訓練の実施

その他取組

その他発生
事象対策

保守用車の取扱い
教育等

駅業務部

現安全推進部所属社員への教育の実施

●入冬期に教育実施

●南稚内含む５事象まとめ(保守用車合同訓練まで)

●新任現場長研修

●安全推進委員会駅専門部会

●実施開始

安全推進部

新規配属社員への

教育の実施

関係部署と逐次調整・実施

・各部の現場長自主監査チェックシートの

内容確認

・各主管部の現場での指導状況の確認

年度実施計画策定

●保守用車

合同訓練時に

実施

●保守用車

合同訓練時に

実施

要否検討 ●要否決定

●勉強会（１回目） ●勉強会（２回目）

●勉強会（３回目）

●勉強会（４回目）

各ｸﾞﾙｰﾌﾟの業務に

関する勉強会

●撤去

●通達発出（10/10）

●各現場で指導完了（10/24）

2月28日時点

全16駅実施

2月28日時点

全16駅実施

●勉強会（延期）

●勉強会（５回目）

●勉強会（６回目）

●勉強会（７回目）

●勉強会（８回目）

●年頭訓示（1/5）

●会社幹部による直接訓示（12/12～25）

●入冬期に教育実施

事例検討集・教育資料を用いた教育

新人フォロー教育

●保守用車

合同訓練時に

実施

●新任現場長研修

●安全推進委員会駅専門部会

●勉強会（１回目）

アンケート実施

各部で必要な事項について是正措置を実施

●勉強会（９回目）

●勉強会（１０回目）

●勉強会（１１回目）

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

年度実施

計画策定

・各部の現場長自主監査チェックシートの

内容確認

・各主管部の現場での指導状況の確認

2027年度以降も

継続して取組み実施
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区分 改善報告書の取組 第３四半期ステータス

取り組み概要
(講ずる措置抜粋)

2025年度 2026年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第４四半期

2026年３月1日～2026年５月31日までの進捗状況
(具体的な取り組み内容・実施実績等、予定含む)

「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講じた改善措置の2026年５月末日実施状況報告 5/31現在

【18事象個別対策】
１．2024.11. 9 函館
線砂川構内 建築限
界内の作業を無保安
体制で行った際に列
車が進来した事象

工務部

1.フォローアップ教育の見直し

・線閉責任者が共同作業時に行う打合せの目的や具体的な打
合せの流れを知らなかったことなどを踏まえ、以下の内容を作
業責任者及び線閉責任者のフォローアップ教育(※)に加えて
教育します。
Ⅰ　共同作業時に行う打合せの目的と具体的な打合せの流れ
(誰が誰と、どのタイミングで打合せするのか)
Ⅱ　軌道工事の付帯として生じる主な電気作業の概要
Ⅲ　列車防護をとる異常時の具体例
※工務部において、作業責任者及び線閉責任者として従事す
る社員に対して、その役割・任務の重要性と内容を正しく理解
させるために定期的(２回/年程度)に実施するように定めてい
ます。

完了

2.共同作業時に使用する共同作業通
知書の様式変更

・線閉責任者(本事象の共同作業に関する打合せ者)が、憶測
ですべての電気作業が終了したものと判断してしまったことを
踏まえ、主体側と付帯側の作業責任者間で、共同作業の開始
時及び終了時に対面で打合せを行い、「保安体制が確立した
時刻」及び「付帯側の作業終了時刻」を打合せた時刻と打合せ
者を復唱して記載できるように打合せ欄を追加し、打合せのタ
イミング、打合せ者を誤認しない表記ができるように様式を変
更します。

完了

【18事象個別対策】
３．2024.11.8･21 函
館線小樽構内 車両
併結時に運転士が
入換合図を受けずに
車両を移動した事象 運輸部 1.合図に関する教育の強化

・合図が鉄道信号の一つであり、これが無いときには移動の許
容が無いこと、合図を受けない移動は関係者相互間の意思疎
通が図られない移動を意味し危険であることを再教育する取り
組みとして、本社で教育資料を作成し、指導訓練内で年１回項
目を指定して現場で実施します。
(実施時期は2025年中を予定)

・運転士　2026年度指導訓練で年間に１回実施を指定。
　　　　　　 2026年度の使用資料を完成させ、3/19に現場に発送した。
　　　　　　　4月：1現場、5月：1現場実施　（全13現場中)
・車　 掌　2025年度は、10～３月全５現場で教育実施完了。
　　　　　　2026年度指導訓練で年間に１回実施を指定。

完了
継続
実施

1.防護無線受信時の教育・訓練の強
化

・新任指令科をはじめとした指令員に対する各階層に対する研
修において、防護無線受信時の対応についてのカリキュラムを
追加して実施していくこととしました。なお、新任指令科のカリ
キュラムにおいては、社員研修センターの乗務員シミュレータ
を活用し、防護無線が発報される事象を体現できる実習を加
え、指令員の取扱いへの理解を深めることとしました。

・新任指令科（研セ乗務員シミュレータ活用）　3/24-27実施
2025年度分完了

完了
継続
実施

2.マニュアルの見直し

・防護無線受信時の取扱いは「輸送指令員異常時運転取扱マ
ニュアル(通達)」に定めていたが、運転再開指示を行う前に現
地や隣接線の状況確認を行うことを追記しました。(３月25日に
実施)

完了

1.現場長及び管理者により当務や
パートナー社員への実作業点検の見
直し

・点検頻度、点検項目の見直しを図るなど、適切に点検指導で
きるよう取り組むこととします。
(12月から実施)

2.計画部門による現場巡回の見直し

・これまでの計画部門による現場巡回は、現場長による自主
監査に基づいた、帳票上での確認に比重を置いてチェックして
きましたが、現場の実作業立ち会い、教育関係の指導・補助に
シフトした巡回にします。
(７月から実施)

1.現場長及び管理者により当務や
パートナー社員への実作業点検の見
直し

【駅業務部】
・点検頻度、点検項目の見直しを図るなど、適切に点検指導で
きるよう取り組むこととします。
(12月から実施)

2.計画部門による現場巡回の見直し

【駅業務部】
・これまでの計画部門による現場巡回は、現場長による自主
監査に基づいた、帳票上での確認に比重を置いてチェックして
きましたが、現場の実作業立ち会い、教育関係の指導・補助に
シフトした巡回にします。
(７月から実施)

【18事象個別対策】
７．2024.10. 7 根室
線札内～厚内間 線
閉着手前、終了後に
線路内作業を行った
事象

工務部 1.徒歩巡視行程の見直し

・当該保線管理室の徒歩巡視について、時間的な余裕を確保
する目的で、週２日行程だった徒歩巡視パターンを、３日行程
に見直しました。
・全保線所において、徒歩巡視パターンを点検し、無理のない
行程であることを確認しました。

完了

【18事象個別対策】
８．2023. 9. 8 函館線
白石～苗穂間 徒歩
巡視を怠り、これを
実施していたと虚偽
報告した事象

工務部
1.巡視の重要性について理解を深め
るための教育の実施

現場長による社員教育や面談において、徒歩巡視の重要性を
改めて認識した上で、厳正に実施するよう以下の点等につい
て指導しました。
・徒歩巡視は、常に列車が安全に走行できる状態を保持でき
ているかを把握することを目的としており、マニュアルに則って
崇高な使命を深く自覚し実施しなくてはならないこと。
・「重点確認項目」に基づき、月別または四半期別に具体的な
確認事項を設定すること。また、天候状況等に応じて必要な確
認事項は、随時追加指示すること。
・そのうえで、当日の徒歩巡視の責任者は、従事者に対しＡ点
呼において重点確認項目及び確認事項を具体的に周知するこ
と。

完了

【18事象個別対策】
９．2025. 4.10 室蘭
線大岸～豊浦間 特
急列車運転士と保線
作業員との証言の相
違した事象

運輸部(車両
部)

工務部(電気
部)

【18事象個別対策】
10．2025. 4.20 函館
線森構内 出発合図
を受けずに列車を発
車させたことを報告し
なかった事象

運輸部 1.合図に関する教育の強化

・合図が鉄道信号の一つであり、これが無いときには移動の許
容が無いこと、合図を受けない移動は関係者相互間の意思疎
通が図られない移動を意味し危険であることを再教育する取り
組みを行います。本社で教育資料を作成し、指導訓練内で年１
回項目を指定して現場で実施します。

・運転士　2026年度指導訓練で年間に１回実施を指定。
　　　　　　 2026年度の使用資料を完成させ、3/19に現場に発送した。
　　　　　　　4月：1現場、5月：1現場実施　（全13現場中)
・車　 掌　2025年度は、10～３月全５現場で教育実施完了。
　　　　　　2026年度指導訓練で年間に１回実施を指定。

完了
継続
実施

駅業務部

【18事象個別対策】
４．2024.11.16 函館
線森～石谷間 脱線
した列車の隣接線
に、上り貨物列車を
通過させた事象

駅業務部

【18事象個別対策】
５．2024.12.18 函館
線鷲ノ巣構内 作業
開始前打ち合わせを
行わずに作業を開始
した事象

【18事象個別対策】
２．2024. 8. 5 函館線
岩見沢～峰延間　作
業終了を確認しない
まま線路閉鎖工事を
終了した事象

※改善指示に対して講ずる措置にて進捗状況を確認

●実施状況報告で進捗確認
「『鉄道の安全輸送の確保について（指示）』に対して講ずる措置」の実施状況報告
[安全監査]－[実作業点検]－[現場巡回における実作業、指導訓練立ち会い]で取組実施
※報告書取組番号：⑦⑧

●実施状況報告で進捗確認
「『鉄道の安全輸送の確保について（指示）』に対して講ずる措置」の実施状況報告
[安全監査]－[実作業点検]－[現場巡回における実作業、指導訓練立ち会い]で取組実施
※報告書取組番号：⑦⑧

●実施状況報告で進捗確認
「『鉄道の安全輸送の確保について（指示）』に対して講ずる措置」の実施状況報告
[安全監査]－[実作業点検]－[点検項目および点検頻度の見直し]で取組実施
※報告書取組番号：⑦⑧

※改善指示に対して講ずる措置にて進捗状況を確認

18事象
個別対策

【18事象個別対策】
６．2025. 1.10 宗谷
線南稚内～兜沼間
線閉手続きをとら
ず、保守用車を駅間
に進出させた事象

●実施状況報告で進捗確認
「『鉄道の安全輸送の確保について（指示）』に対して講ずる措置」の実施状況報告
[安全監査]－[実作業点検]－[点検項目および点検頻度の見直し]で取組実施
※報告書取組番号：⑦⑧

運行企画課

工務部

●事務連絡発出

●指導文書発出

●マニュアル改正済(3/25)

職場内教育を実施

(１回目)

※

以降は継続して実施

●教育資料完成

運転士

教育実施

車掌教育実施

●新任指令科（6/3-6）

●指令Ⅰ科（7/8-11）

●指令Ⅰ科（9/2-5）

●指令Ⅱ科（9/9-12）

●「自主監査チェックシート(工務部編)」発出

チェック項目追加

★2023年11月に指導文書発出済

●教育資料完成

運転士

教育実施

車掌教育実施

●指令Ⅰ科（10/14-17）

●新任指令科（10/6-9） ●新任指令科（2/3-6）

●新任指令科（中止）
●新任指令科（3/24-27）

※2025年度の実施結果を踏まえ、

以後の教育内容を検討

※2025年度の実施結果を踏まえ、

以後の教育内容を検討

※2025年度の実施結果を踏まえ、

以後の教育内容を検討

3月31日時点

運転士 全13現場で実施済み

車掌 全5現場で実施済み

職場内教育を実施(1回目)職場内教育を実施(２回目) 職場内教育を実施(２回目)

3月31日時点

運転士 全13現場で実施済み

車掌 全5現場で実施済み

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

年１回、項目を指定して指導訓練で教育実施

年１回、項目を指定して指導訓練で教育実施

●新任指令科（6/２-５）

※2026年度の実施結果を踏まえ、以後の教育内容を検討

●新任指令科（10/６-９）

●新任Ⅰ科（７/７-10）
新任指令科（２/２-５）●

新任指令科（３/２-５）●

新任指令科（３/23-26）●●新任Ⅰ科（９/１-４）

●新任Ⅰ科（10/13-16）

●指令Ⅱ科（９/８-11）
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
区分 改善報告書の取組 第３四半期ステータス

取り組み概要
(講ずる措置抜粋)

2025年度 2026年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第４四半期

2026年３月1日～2026年５月31日までの進捗状況
(具体的な取り組み内容・実施実績等、予定含む)

「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講じた改善措置の2026年５月末日実施状況報告 5/31現在

【18事象個別対策】
11．2025. 4.22 函館
線野田生～山越間
列車が可搬式特殊
信号発光機と接触し
た事象

工務部

【18事象個別対策】
12．2025. 5. 9 函館
線国縫～長万部間
列車見張員が見張り
に専念せず可搬式
特殊信号発光機の
明滅により列車が停
止した事象

工務部
1.指導文書を発出し、以下について指
導・取り決めを実施。

【工務部】
・軌道工事管理者は、営業線工事保安関係標準示方書(在来
線)に定められている通り、作業現場から離れるなどして不在
にならないこと。
・列車見張員は、列車見張業務に専念し、作業従事者に対し
て列車見張員を作業に巻き込まないことを意識付けするため
の取り組みとして、Ｂ点呼時に可搬式特殊信号発光機等の設
置位置を指定された際、「列車見張に専念します」と宣言する
こと。

工務：事象の発生を踏まえ、2月1日～3月31日における列車見張員を配置して実施する作業の全てのウェ
アラブルカメラの録画映像を確認を実施した。確認の結果、不適切な事象は請負会社も含め認められてい
ない。
4/1以降も、録画映像は引き続き、実態把握に活用することとする。

【運輸部】
・運転士指導会議(実務者)にて、本事象を取り上げ注意喚起を
実施しました。

完了

・通告券の掲示位置・方法等については、引き続き、見やすい
場所に置くよう指導を継続します。

完了

【18事象個別対策】
14．2025. 5.30 千歳
線新千歳空港構内
ATSによる非常ブ
レーキが動作しお客
様が負傷した事象 運輸部 1.ATS地上設備の在り方検討

・非常ブレーキが動作する要因となった地上設備の在り方につ
いて、過去の安全対策として設置した確認用地上子を、運転
操縦上の目安としても活用されてきた経緯から速度照査型
ATS(以下、「ATS-DN形」という。)の整備後も残置してきました
が、ATS-DN形のみで安全が確保できており、確認用地上子
の残置が運転阻害などの「過剰な停止手配になる」リスクと
なっている現状を踏まえ、運転操縦上の影響の有無を確認の
うえ、その存廃の検討を進めることとしました。(2025年内に判
断)

・工事管理者が毎年受講する「10条教育」において、跡確認時
に留意すべき事項等について、講習内容の見直し及び知悉度
確認に追加することにより、繰り返し教育を行います。
(８月から実施予定)

・札幌保線所は安全検討会において、工事の特性に応じた事
故事例の検討等を実施することで、工事管理者に対して工事
上必要な事故防止指導を実施します。(今後、工事発注の都度
実施)

完了
継続
実施

・当該請負会社は１回/年開催していた安全大会の頻度を２回
/年に増やし、自社内での安全教育の機会を増加させるととも
に、安全大会には札幌保線所も出席し、全従事員に対する事
故防止指導を実施します。
(10月から実施予定)

完了
継続
実施

2.「安全第一」に向けた請負会社幹部
の意識改革

【工務部】
・工務部は、請負会社の幹部に対し、従事員が無理な工期遵
守や、採算性などのプレッシャーにより業務遂行を優先した場
合、「お客様の安全」や「社員の安全」を脅かす危険性があるこ
とを理解させ、自箇所の社員等に対して、いかなる場合でも、
「安全第一」の意識をもつように指導及び意識付けするよう事
故防止会議などの機会を通じて、繰り返し指導を行います。
(７月７日に請負会社への要請を開始し、今後あらゆる機会を
通じて指導)

完了

1.「安全最優先」の繰り返し教育

【電気部】
・今後は、10条教育や請負事故防止会議に「安全意識と行動」
に関する項目を追記し、繰り返し教育をしていきます。
・特に「少しでも疑問に思ったら、躊躇することなく確認しよ
う！」という意識づけを教育していきます。
(8月から実施)

【電気部】
・今後は、見張りダイヤに「遅れ列車等」の記載方をルール化
します。
・ルール化については、電気部で昨年度初に発出した指導文
書(2024年度電制指導7号・電技指導２号)「一連の退避誤り等
に伴う触車事故防止の取り組みについて」に、項目を追加し再
発出します。
(8月末発出予定)

完了

【電気部】
・また、今回新たに発出した「電気関係安全パトロールの実施
方法について(通達)」の点検内容に「見張りダイヤに遅れ列車
等のスジを記載したか」を盛り込みます。
(7月から実施)

完了

3.「可搬式特発の取扱い方」に関する
教材の作成

【電気部】
・このため、異常時(予期せぬ列車の接近)における可搬式特
発の取扱い方について、教材を作成し教育することとします。
・教材には、「正しい取り扱い」「不適切な取り扱い」について盛
り込み、不適切な取り扱いを行った場合は、最悪仲間の命が
失われるということを教育していきます。
(今年度作成　順次活用)

5/8　指導文書「可搬式特殊信号発光機の動画教材の活用について」により
　　　 配布した動画教材による社員への指導教育を実施したことを確認。
　　　　（直轄24箇所（派出含）、22社）

完了
継続
実施

4.「触車事故防止マニュアル」の繰り
返し教育

【電気部】
・毎年実施する10条教育に、「触車事故防止マニュアル」の教
育についてカリキュラムを見直し、１年に１回は教育する場を
設けます。
(8月から実施)

●実施状況報告で進捗確認
「『鉄道の安全輸送の確保について（指示）』に対して講ずる措置」の実施状況報告
[安全意識醸成]－[コンプライアンス教育]－[10 条教育・電気関係社員安全講習会][請負会社への安全意
識の向上に寄与する教育]で取組実施
※報告書取組番号：㉔C

5.「保安体制図」の記載方の追記

【電気部】
・今後は、保安体制図には、「連動駅」を図で示すこととし、指
導していきます。
・指導については、電気部で昨年度初に発出した指導文書
(2024年度電制指導7号・電技指導2号)「一連の退避誤り等に
伴う触車事故防止の取り組みについて」に、項目を追加し再発
出します。
(8月末発出予定)

完了

※改善指示に対して講ずる措置にて進捗状況を確認

1.緊急対策として以下を実施。

18事象
個別対策

●実施状況報告で進捗確認
「『鉄道の安全輸送の確保について（指示）』に対して講ずる措置」の実施状況報告
[その他発生事象対策]－[過去の終端線冒進対策のATS（新千歳空港駅）]－[残置したATS地上子の要否の検討]で取組実施
※報告書取組番号：㊺

●実施状況報告で進捗確認
「『鉄道の安全輸送の確保について（指示）』に対して講ずる措置」の実施状況報告
[安全意識の醸成]－[コンプライアンス教育]－[請負会社への安全意識の向上に寄与する教育]で取組実施
※報告書取組番号：C

2.運転状況を確認した「遅れ列車等」
に対する見張りダイヤの記載方の
ルール化

運輸部

【18事象個別対策】
13．2025. 5.15 函館
線札幌構内 ATSの
取扱いを誤り非常ブ
レーキが動作しお客
様が負傷した事故

1.工事管理者に対する跡確認につい
ての教育の見直し

●実施状況報告で進捗確認
「『鉄道の安全輸送の確保について（指示）』に対して講ずる措置」の実施状況報告
[安全意識醸成]－[コンプライアンス教育]－[10 条教育・電気関係社員安全講習会][請負会社への安全意識の向上に寄与する教育]で取組実施
※報告書取組番号：㉔C

・請負会社内での教育実施状況の確認
　請負会社が開催する安全会議（月１回）に、ＪＲ監督員等が出席し、作業従事員への安全指導等の教育実施状況を確認した（8/22、9/24）。

【18事象個別対策】
15．2025.6.25 千歳
線新札幌構内で列
車が建築限界測定
器と接触した事象

工務部

【18事象個別対策】
16．2025.6.25 函館
線七飯～新函館北
斗間で列車が工具
のケースと接触した
事象

電気部

●請負会社にて

指導文書発出(6/19)

●運転士指導会議(実務者)

●運転士指導会議(管理者)

工事発注の都度、安全検討会で

工事上必要な事故防止指導を実施

●安全大会(1回目)実施済(3/31)

当該請負会社の安全大会を年2回実施に増加

札幌保線所社員により事故防止指導を実施

●安全大会(2回目)実施(11/17)

●事務連絡発出

●指導文書発出

●通達発出

●安全パトロールチェックシート

変更による通達再発出

●映像制作会社へ協力依頼

●企画書(案)受領
今年度の作成

順次活用

指導文書(案)

作成

意見交換・

説明

●指導文書発出

●現地撮影
●初版受領11/25

●ナレーション撮り1/16

●ナレーション付きVer受領1/22

●指導文書発出2/16

指導完了を確認5/8▲

指導期間

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

引き続き、ウェアラブルカメラカメラ映像を実態把握に活用

取組期間
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
区分 改善報告書の取組 第３四半期ステータス

取り組み概要
(講ずる措置抜粋)

2025年度 2026年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第４四半期

2026年３月1日～2026年５月31日までの進捗状況
(具体的な取り組み内容・実施実績等、予定含む)

「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講じた改善措置の2026年５月末日実施状況報告 5/31現在

6.「電気関係安全パトロールの実施方
法について(通達)」の発出(７月２日制
定済)

【電気部】
・このため、「電気関係安全パトロールの実施方法について(通
達)」を作成し、パトロールを実施する指針を定めます。
・安全パトロールの点検内容には、今回の事象で見えた、「見
張りダイヤの記載方」(今後ルール化)、工事指揮者と見張り員
全員による「相互確認」、「可搬式特発の取扱い手順」「建築限
界内に工具等を置いた場合の取扱い」を項目に加え、確実に
実行されているかをチェックします。
(7月から実施)

完了

7.安全パトロールによる工事指揮者へ
の理解度確認

【電気部】
・一般工事を請負う協力会社に対し、工事指揮者単位で初回
の見張り体制作業の際に、JR管理者による安全パトロールを
実施し、理解度を確認します。
・不合格の者については、再教育を施し再度安全パトロールで
確認します。
(7月から実施)

【運輸部】
・乗務員用乗降ドア閉扉後は、車両に触れないこと。
・誤って乗車された旅客を見つけた場合など再度車両に近付
いたり乗り込んだりする際は、移動開始時刻を確認すること。
→車両の移動開始まで時間がある場合は、運転士や駅社員
などと打ち合わせ、車両が動かない手配を行ってから行動す
ること。
→車両の移動開始直前の場合は、車両に近付かないこと。
・誤って乗車された旅客を無理に降ろさないこと。
・旅客から「降ろしてほしい」と強く訴えられても、安全を最優先
に考え毅然と対応すること。
(７月の定例訓練から年１回実施)

完了
継続
実施

【運輸部】
・上記の指導項目について、「最悪の事態」の理解を深めるた
め、事象を再現した動画教材を作製し指導に活用します。
（2025年度下期）

・2025年度全５現場で教育実施完了
・2026年度指導訓練で年間に１回実施を指定

完了
継続
実施

【運輸部】
・上記の指導項目について、各区所のシミュレータを用いて体
感できる指導を行います。
（2026年度上期）

・各区所で作成した訓練シナリオ（本事象と同様に回送車両にお客様が誤って乗車した場面を再現）により
訓練を開始

2.回送列車・入換車両へ旅客が誤っ
て乗車した際に、外国人でも誤りに気
付き降りられるよう車内表示器及び自
動放送装置の改修を検討します。

【運輸部】
・終着駅到着後に「この列車は回送列車です。ご乗車できませ
ん。(日本語・英語)」という表示及び自動放送を追加します。(す
べての特急車を対象)
(2025年度中の実施に向けてメーカと調整中)

・車内表示器メーカ及び自動放送装置メーカと仕様の詳細を打合せ（3/2）
・メーカにて作業スケジュールを検討中

1.「10条教育」における教育の見直し

【工務部】
・工事管理者が毎年受講する「10条教育」において、跡確認時
に留意すべき事項・従事する社員の安全等について、講習内
容の見直し及び知悉度確認に追加することにより、繰り返し教
育を行います。(８月から実施予定)

【工務部】
・安全検討会時に、当該工事に係わる工事管理者が全て出席
していない場合は、請負会社内で該当する工事管理者へ工事
概要や指導内容について周知を行うこととし、その記録を提出
するしくみを構築します。

完了
継続
実施

【工務部】
・監督員等は、請負者が作業従事員として協力会社を活用す
る場合には、それらの者に対する教育及び指導内容の報告の
必要性について、請負者に対して工事安全検討会において繰
り返し指導を行うとともに、工事着手前に指導内容を確実に確
認した上で工事を開始させることを徹底します。(８月から実施
予定)

完了
継続
実施

3.安全に係わる文書・注意喚起の周
知徹底

【工務部】
・安全に係わる指導文書の発出や事象等が発生した際には、
工事管理者に対して周知し、周知されたことが確認できるしく
みを構築します。(工事履行中の工事管理者に対しては特に迅
速に行います)
(７月から実施)

完了

4.工事管理者を現地でフォローする体
制の構築

【工務部】
・今後、当該請負会社に発注する工事については、工事管理
者有資格者を複数人配置し、点呼にて、工事管理者が他の工
事管理者有資格者に列車ダイヤ・無線機等を手渡し、工事管
理者との連絡手段を確保した上で、必要により、工事管理者の
フォローが行える体制とします。
(８月から実施予定)

完了

5.工事管理者の資質に関する再確認
の実施

【工務部】
・工務部は指導文書を発出し、現業機関管理者の安全パト
ロールにより、現在工事従事する全ての工事管理者に対し「列
車を通過させるために必要な３つの確認の重要性(特に建築限
界内の支障物の跡確認)」及び「待避指示や待避完了合図等
の連絡が取れないような状態で、作業員に作業集団から離れ
た位置で作業を行わせてはいけないこと」に対する指導及び理
解度確認を工事管理者ごとに十分な資質が確認できるまで実
施します。
(６月30日から実施)

●実施状況報告で進捗確認
「『鉄道の安全輸送の確保について（指示）』に対して講ずる措置」の実施状況報告
[安全監査]－[請負会社に対する作業実態の把握]－[請負会社に適した対策の実施状況の把握]で取組実施
※報告書取組番号：A

2.請負会社内での教育実施状況の把
握

【18事象個別対策】
17．2025.6.27 函館
線札幌構内で誤って
ご乗車されたお客様
を降車させる際に入
換車両が動き出した
事象

運輸部

1.車掌に対し、以下の内容を継続的に
指導します。

●実施状況報告で進捗確認
「『鉄道の安全輸送の確保について（指示）』に対して講ずる措置」の実施状況報告
[安全監査]－[請負会社に対する作業実態の把握]－[請負会社に適した対策の実施状況の把握]で取組実施
※報告書取組番号：A

【18事象個別対策】
18．2025.6.28 函館
線野田生駅構内で
列車がペール缶と接
触した事象

18事象
個別対策

【18事象個別対策】
16．2025.6.25 函館
線七飯～新函館北
斗間で列車が工具
のケースと接触した
事象

電気部

工務部

●実施状況報告で進捗確認
「『鉄道の安全輸送の確保について（指示）』に対して講ずる措置」の実施状況報告
[安全意識の醸成]－[コンプライアンス教育]－[請負会社への安全意識の向上に寄与する教育]で取組実施
※報告書取組番号：C

●通達発出

●安全パトロールチェックシート

変更による通達再発出

全５区所の

定例訓練で

教育実施

動画教材作製

シミュレータを用いた指導実施

メーカーと

打合せ仕様検討

9月以降発注工事

・・・提出方を追加示方書に記載し確認

●8月発注工事

・・・教育・指導記録を確認済み

9月以降発注工事

・・・提出方を追加示方書に記載し確認

●「周知事項等の確認登録のお願いについて」を

指導文書等に添付し、周知状況を確認する仕組みを構築

安全対策の

相互確認中

定例訓練で教育実施

データ作成、現車試験、車両機器改修

●安全対策を策定し工事再開

訓練シナリオを検討

●8月発注工事

・・・教育・指導記録を確認済み

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

2027年度以降も

継続して取組み実施

以降、年１回訓練実施

以降の発注工事についても

提出方を追加示方書に記載し確認

以降の発注工事についても

提出方を追加示方書に記載し確認

以降、年１回訓練実施
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